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御宿町告示第４９号 

 

 平成１９年御宿町議会第１回臨時会を次のとおり招集する。 

 

  平成１９年５月２３日 

 

                 御 宿 町 長 井  上  七  郎 

 

記 

 

１． 期  日   平成１９年５月３０日 

 

２． 場  所   御 宿 町 役 場 議 場 

 

３． 付議事件  

 （１）専決処分の承認を求めることについて 

 （２）専決処分の承認を求めることについて 

 （３）御宿町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 （４）指定管理者の指定について 
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平成１９年第１回御宿町議会臨時会 

議 事 日 程 （第１号） 

平成１９年５月３０日（水曜日）午後２時００分開会 

 

日程第 １ 会議録署名人の指名について 

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 議案第 1号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第 ４ 議案第 2号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第 ５ 議案第 3号 御宿町手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ６ 議案第４号 指定管理者の指定について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 
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出席議員（１１名） 

     １番 石 井 芳 清 君      ２番 松 﨑 啓 二 君 
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 4

   ◎開会の宣告 

○議長（伊藤博明君） 本日、平成１９年第１回臨時会が招集されました。議員の皆様に 

はご多用のところ出席いただきまして、ご苦労様です。 

 本日の日程はあらかじめ配付いたしました日程のとおりです。 

 よろしくお願いいたします。 

 10 番小川征君、13 番貝塚嘉軼君より一身上の都合による欠席届がありました。 

 ただ今の出席議員は１１人です。よって、定足数に達しておりますので、本日の会議は 

成立いたしました。 

 これより平成１９年御宿町議会第１回臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

   ◎町長あいさつ 

○議長（伊藤博明君） 井上町長より諸般の報告と合わせてあいさつがあります。 

 井上町長。 

○町長（井上七郎君） 本日ここに、平成１９年第１回臨時会を招集いたしましたところ、 

議員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところ、ご出席いただきまして、誠にあり

がとうございます。 

 本臨時会において審議いただきます案件は、町税条例の一部改正に関する案件他２件、

また指定管理者の指定についての協議に関する案件など４議案を提案するものであります。

よろしくご審議・ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

 また開会に先立ち諸般の報告といたしまして、５月１８日開催の知事と市町村長との懇

談会では、「ちば２００７年アクションプラン」これは、県の中長期的な基本方針でありま

す「あすのちばを拓く１０のちから」に基づく、２年目の実施計画として平成１９年度の
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施策・事業展開をとりまとめ作成されたものですが、このアクションプランをもとに、県

主要施策等について、活発な意見交換が交わされましたことを報告申し上げ、簡単ですが、

冒頭の挨拶といたします。 

   ◎会議録署名人の指名について 

○議長（伊藤博明君） これより日程に入ります。 

 日程第１、会議録署名人の指名についてを議題といたします。 

 会議録署名人は会議規則第１１９条の規定により議長より指名いたします。 

 １１君 中村俊六郎君、１２番 浅野玄航君にお願いいたします。 

   ◎会期の決定について 

○議長（伊藤博明君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。今臨時会の日程はあらかじめ配布した日程により、本日 1 日限りにし

たいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、今臨時会の日程は、本日 1 日限りといたします。 

   ◎議案第１号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（伊藤博明君） 日程第３、議案第１号専決処分の承認を求めることについてを議

題といたします。提案理由の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上七郎君） ただ今議題となりました、議案第１号専決処分の承認を求めるこ

とについての提案理由を申し上げます。 

 本案は、半島振興法第１７条に基づく地方税の減収に対する国の補てん措置制度が２年間
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延長されたことに伴い、「御宿町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関

する条例」の執行期限を総務省令と同じく２年間延長するもので、４月１日施行のため専

決処分とさせていただいたものです。 

 詳細につきましては、担当課長より説明させますので、ご承認くださるようよろしくお願

いいたします。 

○議長（伊藤博明君） 木原税務課長。 

○税務課長（木原政吉君） それではご説明いたします。本案は、本年３月３１日をもっ

て失効であった半島振興法第１７条の規定に基づく地方税の減収に対する国の補てん措置

制度が、地方からの延長要望を受けて本年４月１日から更に２年間延長される総務省令が

３月３０日付けで発令されたことに伴い、町においても平成１９年３月３１日で失効であ

った「御宿町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例」の失効

期限を２年間延長し、「平成２１年３月３１日」に改めるものです。 

４月 1 日施行のため専決処分とさせていただきました。 

 なお、この条例に該当する業種は、製造業と旅館業で、新たに２，７００万円以上の土

地、家屋、償却資産を含みます。設備を新設又は増設した場合について３年間、固定資産

税を減額するものです。 

 固定資産税の標準税率は１．４％ですが、この条例により、初年度の税率が０．１４％

で標準税率の１０分の１。２年目が０．３５％で同じく４分の１。３年目が０．７０％で

同じく２分の１の不均一課税という特例措置を受けることになります。 

例としまして、仮に課税標準額が７，１５０万円の固定資産を所有した場合、通常は１．

４％の税率ですので固定資産税の年税額は約１００万円となり、単純計算した場合、３年

間では３００万円固定資産税がかかりますが、この条例による特例措置を受けた場合、初
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年度の税額が１０万円、２年目が２５万円、３年目が５０万円で３年間の税額合計が８５

万円となり、比較しますと２１５万円減税が受けられることになります。 

 なお、現在、旅館業で１件適用があり、今後、製造業で１件適用が見込まれております

が、今後もお知らせ版等で周知を図ってまいりたいと考えています。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（伊藤博明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。議案第１号に賛成の方は挙

手願います。 

   （全員挙手） 

○議長（伊藤博明君） 全員の挙手です。 

 よって、議案第１号は原案のとおり承認することに決しました。 

   ◎議案第２号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（伊藤博明君） 日程第４、議案第２号専決処分の承認を求めることについてを議

題といたします。提案理由の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上七郎君） ただ今議題となりました、議案第２号専決処分の承認を求めるこ

とについての提案理由を申し上げます。 

 本案は「地方税法の一部を改正する法律」が３月３０日に交付され、４月１日から施行さ

れることに伴い、町税条例の一部改正を専決処分したものです。 

 詳細につきましては、担当課長より説明させますのでご承認くださるようよろしくお願い

いたします。 
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○議長（伊藤博明君） 木原税務課長。 

○税務課長（木原政吉君） 町税条例の一部改正について説明いたします。 

今回、改正条例文、新旧対照表と別に資料として税条例一部改正の概要をお配りしてお

りますので、概要により説明させていただきます。 

 まず、住民税ですが１点目は、信託法の制定に伴います新たな類型の信託等に対応する

ため、法人課税信託を受託した個人についても法人とみなして、町民税の納税義務者に加

えるものです。 

 ２点目は、上場株式等の配当や譲渡益に係る軽減税率の適用期限を１年間延長する改正

です。上場株式等の配当及び譲渡益は、本則税率では所得税１５％、住民税５％の併せて

２０％ですが、平成１５年から１０％の軽減税率となっており、配当所得については平成

２０年３月３１日、譲渡所得は平成１９年末で軽減税率の特例が廃止されることとなって

いましたが、株式市場への影響を考慮しそれぞれ１年間延長されることとなりました。 

 ３点目は、将来、国の経済を支えるベンチャー企業、法律では特定中小会社となってい

ますが、この育成を支援するため、個人投資家からの資金調達をサポートするために創設

された税制優遇措置を２年間延長するものです。 

 ４点目は、従来、個人住民税において社会保険料控除の対象となる保険料は、国内の社

会保障制度に対して支払った保険料に限られておりまして、外国の社会保険制度に対して

支払った保険料は社会保険料控除の対象となっていませんでしたが、今回、条約相手国の

社会保障制度に支払った保険料についても、税制上、一定の範囲内で自国の社会保障制度

に対して支払った保険料と同様の取扱いをすることになったことに伴う改正でございます。 

 次に、固定資産税ですが、１点目は、住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額

措置の創設です。 
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 現在、急速な少子高齢化が進んでおり、高齢者等が自宅で安心して快適な生活を送るこ

とができる居住環境の整備が課題となっています。１９年度税制改正において、既存住宅

において一定のバリアフリー改修工事が行われた場合に、工事が行われた年の翌年度の家

屋に係る固定資産税を、３分の１減額する固定資産税の減額措置が創設されました。 

仮に改修工事をした家屋の固定資産税が３万円であった場合、翌年度の固定資産税につき

３分の１減額で２万円となります。 

 従来から介護保険制度で要介護や要支援の認定を受けた方に限って居宅介護住宅改修や

介護予防住宅改修に対する給付がありますが、この制度には６５歳以上の方と障害者の方

が加えられております 

 ２点目は、鉄軌道用地の評価方法の変更で、従来、鉄軌道用地の評価方法は原則として

その土地の鉄道の線路や利用制約を理由に沿接する土地の３分の１の価格で評価し、駅に

ついては鉄道施設の利用が８割未満の場合は宅地として評価していましたが、近年、都市

部を中心に鉄軌道用地の利用状況については、いわゆる「駅中ビジネス」と呼ばれるよう

な、駅構内の空きスペースにおける商業店舗等の展開といった高度利用が進んでおり、評

価方法を見直す改正が行われました。因みに本町のＪＲ御宿駅については従来どおりの評

価方法となっております。 

 次に町たばこ税ですが、今まで地方税法附則で規定されていた特例税率が廃止され、本

則税率に改正されたことに伴う改正であります。税額自体の改正はありません。 

 以上、税条例改正の概要について説明いたしましたが、今回の改正により直接住民の皆

さんに影響すると思われるのは、バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置でありま

して、この制度につきましては既に４月の「お知らせ版」や町ホームページで周知してお

り、現時点では問合せが数件あります。今後も一層の周知を図ってまいりたいと考えてお
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ります。よろしくご承認くださるようお願いいたします。 

○議長（伊藤博明君） これより質疑に入ります。１番石井芳清君。 

○１番（石井芳清君） 税条例の改正ということでありますが、今、最後の説明では本町

に関係するものは住宅バリアフリー改修の条項であろうということでご説明があった訳で

すが、昨今言われております格差問題に対しましては、今回の条例改正はいわゆる格差を

増長するものではないかと理解する訳でありますが、町としてはこうしたものに対して今

後格差を是正する。また、そういう処置などを取るべきだと思うわけでありますが、それ

についてお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（伊藤博明君） 木原税務課長。 

○税務課長（木原政吉君） 石井議員のご意見もございますが、三位一体改革によって国

から地方への税源移譲も今回含めてあります。そういう中で自治体が自己責任で自分の財

源、自主財源を確保することは重要なことでありまして、それがなければ住民サービスが

維持できないと言う状況にもございます。今のところ標準税率また国の税制改正に沿って

行っていくと言う考えでございます。 

○議長（伊藤博明君） 他に質疑ありませんか。１番石井芳清君。 

○１番（石井芳清君） もう一点お伺いします。住宅バリアフリー改修ということで確認

ですが、この制度はいわゆる賃貸住宅等については該当するのかしないのかを確認をした

いと思います。 

○議長（伊藤博明君） 木原税務課長。 

○税務課長（木原政吉君） 賃貸住宅については除かれております。入っておりません。 

○議長（伊藤博明君） 他に質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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 質疑なしと認めます。 

 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。議案第２号に賛成の方は挙

手願います。 

   （挙手多数） 

○議長（伊藤博明君） 挙手多数です。 

 よって、議案第２号は原案のとおり承認することに決しました。 

   ◎議案第３号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（伊藤博明君） 日程第５、議案第３号御宿町手数料条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上七郎君） ただ今議題となりました議案第３号御宿町手数料条例の一部を改

正する条例の制定について提案理由を申し上げます。 

 本案は手数料条例の中に地番図等の写しの交付手数料に関する規定を追加するため改正

をお願いするものです。 

 なお詳細につきましては、担当課長より説明させますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（伊藤博明君） 木原税務課長。 

○税務課長（木原政吉君） それではご説明いたします。本案は、現行の手数料条例の中

に地番図等の写しの交付手数料の規定がないため、改正をお願いするものです。 

 現在、税務課では課税のための調査基礎資料として地番図を作成し保有していますが、

今まではこの写しについては交付していませんでした。 

 しかし、近隣市町村では既に手数料条例の中に規定し、この写しについて交付していま

す。 

 今まですでに交付しています公図の写しは字毎となっており、字界や飛び地について分
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かりにくい面もあることから地番図の写しを求める要望が多く、御宿町においても近隣市

町村同様に写しに関する手数料の規定を整備し、交付するものです。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（伊藤博明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。議案第３号に賛成の方は挙

手願います。 

   （全員挙手） 

○議長（伊藤博明君） 全員の挙手です。 

 よって、議案第３号は原案のとおり承認することに決しました。 

   ◎議案第４号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（伊藤博明君） 日程第６、議案第４号指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。 

 なお、参考資料として配付いたしました協定書（案）の内容について、ご意見のある方

は、後日直接担当課へ申し入れてください。 

 それでは提案理由の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上七郎君） ただ今議題となりました議案第４号指定管理者の指定について提

案理由を申し上げます。 

 本案は、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、御宿町運動施設のうち、御

宿台公園テニス場及び御宿パークゴルフガーデンの管理者を指定するため、同条第６項の

規定により議会の議決を求めるものです。 
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 よろしくご審議くださるようお願いいたします。 

 なお、詳細につきましては担当課長より説明をさせますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（伊藤博明君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中とよ子君） それでは指定管理者の指定につきまして説明させていただ

きます。まず、公の施設の名称ですが、御宿台公園テニス場及び御宿パークゴルフガーデ

ン。指定管理者となる団体の名称は、いすみ市釈迦谷１６１０番地宝ゴルフ大原、代表者

は新井進。代表者住所は東京都江戸川区大杉１丁目２５番３号。指定の期間は平成１９年

６月１日から平成２２年３月３１日までです。 

 今までの経緯につきましてご説明いたします。御宿町運動施設の指定管理者制度の導入

につきましては、３月定例議会におきまして御宿町運動施設の設置及び管理に関する条例

の制定で議決をいただきました。今回、御宿台公園テニス場及び御宿パークゴルフガーデ

ンの二つの施設の指定管理者の指定についてを提案させていただくものです。この２つの

施設につきましては、役場職員の人件費を除いた中にありましても、毎年５０万円から８

０万円の赤字となっておりました。利用者の増加、また施設の管理運営のコスト削減が課

題となってきておりました。 

 また、施設整備につきましても今後大規模な修復工事が必要な時期を迎えているところ

でもあります。施設の管理運営をしていく上では、民間事業者の経営ノウハウを活用いた

しました効果的で効率的な管理運営が有効であるということから、指定管理者制度の導入

についてを検討して参りました。 

 この指定管理者の導入によりまして住民サービスの向上、また、行政コストの削減がで 

きるものと考えております。 

 事務手続き上の工程の経過につきましては、指定管理者の募集につきまして、３月２５
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日号のお知らせ版で募集を行っております。募集期間につきましては平成１９年４月２日

から同年４月２０日まで。募集にあたりましては御宿町運動施設指定管理者募集要項を希

望者に配布いたしました。その結果、応募件数は１件でありました。これを受けまして４

月２５日に御宿町指定管理者選考員会を開催いたしまして、指定管理者の候補者として宝

ゴルフ大原を選定し、その結果を５月１日に候補者に通知したところです。  

 指定管理者候補者とは５月８日から随時協議を行いまして協定案の内容確認を行って参

りました。以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（伊藤博明君） これより質疑に入ります。１番石井芳清君。 

○１番（石井芳清君） 指定管理者の指定と言うことでありますが、ただ今説明もありま

したサービス向上、経費削減ということでありますが、具体的にこれが執行、移管といい

ますか指定業者による管理になりますと、どういうところに具体的にですねメリット・デ

メリットが出てくるのかと言うことと、本町にはＢ＆Ｇ隣接地にもテニスコートがあるか

と思いますが類似施設との調整と申しましょうか、ちょっと言葉が見つからないのですが、

その辺の違いがあるのかないのか。運営も含めてその辺がちょっとこれでは見えてこない

のですが、その辺がどうなっていているのか。それからこの提案を見ますと指定の期間が

６月１日からということであさってからですか、そうしますと当然住民への周知期間とい

うのが例えば今日議決されてすぐ周知しても１日ちょっとということになると思いますが、

その辺も含めまして説明いただきたいと思います。 

○議長（伊藤博明君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中とよ子君） まず第１点目のサービスの向上の点ですが、協定等の中で

利用者へのサービスにつきましては営業時間の延長についてを検討していただく。今まで

は５時には終了していたものが、日没まで営業を可能とする。それによりまして夕方から
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の夏の期間ですね、昼間の暑い時期ではなくて涼しくなってからプレーを楽しむというそ

ういった面でのサービスの向上、また料金の設定につきましても１回コースを周る料金、

それと１日楽しんでいただく料金を設定して低料金で利用可能となる。また、休業日です

ね、営業日についても年間１２月３１日と１月１日の２日間を休業として後は全部営業で

きるといつでも利用できる状況にするという点で、利用者にとってのサービスの向上が可

能となるというふうに考えております。また、その他、１日設定の利用者につきましては

昼食時ですとか途中退場の対応も可能にすることによりまして、地元の飲食店等で賄うこ

とができる。また、長期滞在のパークゴルフ愛好者等につきましても、宿泊先を御宿での

利用等を可能にするなど、そういった面でも町に還元できるような対応が考えられるとい

うことなどそれらをメリットとして考えております。Ｂ＆Ｇの隣にありますテニスコート

との違いはということですが、現状の利用状況を見ますと、現在Ｂ＆Ｇにありますテニス

コートの利用は中学生の練習ですとか、限られた利用者になっております。一般の方の利

用につきましては、特に連休等につきましては御宿台のテニスコートを利用する方が多い

ことから、まず指定管理の導入を御宿台公園テニス場とパークゴルフ場を指定管理で実施

してみて、その実績に応じて今後のことは考えていきたいというふうに考えております。 

 ６月１日からの確かに周知期間については、日にちがないところですが、これにつきまし

ては利用者に大きな不利益は生じないだろうと考えております。コースの今後の整備が早

期手当が必要なところから、できれば６月早々に芝生の張替え等の工事をしてコース管理

を進めたいと言うこと、また６月１日からであると町の支払う人件費ですとか経費面で削

減が可能と言うところで、２ヶ月間町が運営して６月１日からの１０ヶ月間を指定管理者

にお願いするということで、６月１日に設定したところです。 

○議長（伊藤博明君） １番石井芳清君。 
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○１番（石井芳清君） 指定管理者によるサービスの向上等について説明を受けましたが、

ちょっとニュアンスがわかりませんでしたが、今後、Ｂ＆Ｇのテニスコートについては実

績をもって考えたいと言うような答弁をいただいたのでしょうか。今、説明を受けたメリ

ットについては町として運営して不可能なのでしょうか。聞いていると町として十分運営

と言うのはできるのではないかというふうに思います。それと、営業日について今の説明

では１２月３１日と１月１日ということでありますが、Ｂ＆Ｇのテニスコートの営業と言

うのは時間、営業日については現実的にはどういうふうになっているのでしょうか。今い

くつかあった中でも町として今の条例の中でも長が認めるならば十分に弾力的な運用がで

きる状況なのではないかと思います。そういう面での利用の格差、違いと言うのは無くし

ていく必要があるのかなと。今のＢ＆Ｇの方はコート面の問題もあると聞いていますし、

そうした今回浮いた部分を運用する。協定書についてもこの中を読まさせていただきます

と、そういうものも含めて業者管理で行うことになっているのかなと思うので、浮いた費

用については、今度テニスコート場の修繕ということも当然考えられるのではなかという

ふうにも思うのです。そういうふうにしていただくことが必要じゃないかと。それか２ヶ

月間は町でやって１０ヶ月間は指定管理者が行うと。そうすると先般の３月定例会で新年

度予算が承認されたわけでありますけれども、その中における人件費については細かいと

ころまでは承知をしていなかったのですが、具体的にどういう予算組みをしたのかそれに

ついてお聞かせ願います。 

○議長（伊藤博明君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中とよ子君） はじめに予算面から申し上げますと、現在、４月５月の運

用の中ですでに３４万円程度の赤字の状況です。２ヶ月間過ぎてこの後、指定管理者とし

た場合に歳出で約３７０万円程度の減ということで補正対応ができると見込んでおります。 
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 町の運営では不可能なのかと言うご質問ですが、確かにおっしゃるとおり、時間的な延長

とかそう言ったものにつきましては、やろうと思えばできるというご質問だと思いますが、

確かにそうだと思います。ただそれをやるにあたっての経費面では、やはり人件費ですと

か、色々な面で経費は増えてきます。先ほど経費削減についてどういったものがあるのか

というご質問がありましたが、指定管理をすることによりまして、コースの整備とか他の

施設との一体的な管理、指定管理をすることによって、指定管理者と町との施設の管理が

一体化できる。また、従業員の配置についても柔軟な対応配置ができるということから、

経費の削減が見込まれるというふうに考えております。町が単独でやる場合には、どうし

てもそれに対応する人員配置ですとか、そういった面での経費が増えてくるということか

ら、指定管理にすることによって経費の削減が望まれると考えております。 

○議長（伊藤博明君） １番石井芳清君。 

○１番（石井芳清君） 何回も繰り返しますが、Ｂ＆Ｇの脇のテニスコートはこれからも

運営を続けるわけですよね。こちらもテニスコート、もう一つはパークゴルフ場もあるわ

けですが、同じようなものを運営しているわけですよね。単純な話ですが、そういうこと

ではまったくそういう施設をすべて移管してそうなるのなら数学的に計算上はわかるわけ

ですが、類似施設が残っていると。類似施設もきちんと管理運営していくというと、わか

りづらい話があります。一方でサービスが向上する中でこっちはそのままでいいのでしょ

うかと。２回目の質問に聞いたのは、削減された部分については既存の施設の補修等に使

うということは考えないのでしょうかと聞いたわけです。それをその程度で済むか済まな

いかというのはあるのでしょうが、そういう苦情等も寄せられると思いますので、そうい

う部分の施設面の改修、運営も含めまして町としても管理が引き続き残るわけですから、

これを全部やれという話しをしているわけじゃないですよ。やはり努力をすべきなのかな
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と。その分の費用負担が下がるのではないかなと私も見込んでいますので、現実的にはか

なりの金額が大規模改修含めましたら、それから歳入面でも寄与する条項も現実的にある

かどうかと言うのはまた別にしても、そういう約束事も盛られていると理解をしています

ので、そういう財源をどうあげていくのか。マイナスプラスの部分で削ったからそれはそ

れでい いよということではなくて、どう使うかと言うのは課の中できちんと考えていた

だくというこいとも必要だろうと思いますが、その辺を含めて一層研究の必要があると思

います。 

○議長（伊藤博明君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中とよ子君） Ｂ＆Ｇ脇のテニスコートにつきましては、石井議員のおっ

しゃったように、一体的に管理できないのかと言うお話でしたが、現在、利用者について

は減っている状況です。減っている状況の中ではやはりコートの損傷がかなり出ていると

いうことから、今後存続させるか大規模改修をするかというのは今後の検討をしていくと

言うことでご了解をいただきたいと思います。 

○議長（伊藤博明君） ２番松﨑啓二君。 

○２番（松﨑啓二君） 先ほどのご説明では指定管理者に委託するといろいろなメリット

が出てくる、いくつか上げられました。そんなにあるのかと感心して聞いていましたが、

指定管理者いわゆる業者がやると色々メリットが出てくる、役場がやると赤字が出てくる

と、この差額を端的にご説明いただきたい。 

○議長（伊藤博明君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中とよ子君） 先ほど石井議員のご説明の時にも申し上げましたが、営業

時間の延長ですとか、営業時間の休日をなくすとかそういった面で確かに町がやってもで

きるのではないかということですが、それをやることによって逆に経費がかかってくると
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かそういった面で、サービス面では業者の経営ノウハウを利用した中でＰＲですとかそう

いった面で業者の営業能力を生かした経営をしていただく、そういったところで実績が上

がってくると。業者の経営能力を生かしていただいてパークゴルフ場、テニス場が活性化

していくのではないかと考えております。 

○議長（伊藤博明君） ２番松﨑啓二君。 

○２番（松﨑啓二君） 経営能力の無い人が今まで経営してきたと。そういうことですか。

それと、上げ足取ることではなくて、こういう施設はあそこだけじゃないのですよ。他に

もあるでしょ。それに関してもう一回見直しましょうとか、他の施設も検討しましょうと

か、もっと簡素にしましょうとかそういった話がまったく出てこないのですよ。だから意

地の悪い質問をしているのです。もっとたくさんあるのですよ。業者に任せた方が利益が

上がる、町のためにいいだろうと言うような施設もあるでしょう。それに関しての話がま

ったく出てこない。今後どのように対応されるおつもりですか。赤字が出たらよそへやっ

ちゃうのなら、今のうちやってしまったほうがいいです。他にもすべき施設があるでしょ

う。今のテニスコートもＢ＆Ｇのテニスコートの話にしても直すか止めるかしかない訳で

しょう。そこだけ業者が引き受けてくれるのはまずありえないです。直してやり直すか、

廃止するか、そういう話しかなくなっちゃう訳です。すべての施設がそういう考えでやっ

ていると。他の施設に対してどのようなお考えでやっているのか町長にお伺いします。 

○議長（伊藤博明君） 吉野総務課長。 

○総務課長（吉野健夫君） ただ今の議員のご質問ですが、確かに議員さんのおっしゃる

とおり、行政で運営して参りますと、規則条例等に縛られまして、なかなか民間事業がや

るようなわけにも参りませんで、運営を制約された中でしていく形になろうかと思います。

そこでノウハウを持った事業者が運営いただくことによって、活性化さらにサービスの向
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上を図れると思っています。 

○議長（伊藤博明君） ２番松﨑啓二君。 

○２番（松﨑啓二君） 御宿台の体育施設に関しては、私はまったくこれで結構だと思い

ます。非常によく英断されたなと思っています。しかし他の施設をもういっぺんきちんと

洗い直してもらわないと。だめだからよそへやる、だめだから廃止すると。民間なら利益

を要する、役場なら赤字とする。そんな話は無いでしょう。やる自信が無かったら今のう

ちから手を打っちゃいなさいよ。赤字の溜まらないうちに。是非、ご検討いただきたいと

思います。 

○議長（伊藤博明君） 浅野玄航君。 

○１２番（浅野玄航君） 嫌な顔しないでください。協定書の内容については取り上げな

いようにと議長からお話がありましたので我慢していますが、今もろに出てきていますの

でいくつか伺います。今までの話は民間と行政の生産性の問題、正社員とパートの人件費

の問題のギャップが出てくると思いますが、私は違った方面から二つばかりこれはどうか

と思ったのですが、さっきからいい方ばかりでもしかすると還元金といいますか、町へ１

０％ですか町へ収入が来ると言うようなことが書いてある、松﨑議員もいいことがいっぱ

い書いてあるとおっしゃっていましたが、先ほど芝張り替えの話がありましたが、この協

定書の中身を見ますと、甲の責任と費用において実施するものとして、施設及び設備の大

規模改修に関する業務ですとか、甲は乙との協議により必要に応じて該当備品等または調

達すると。甲の責任でやらなければならないものがいっぱいある。大規模なものについて

は甲のほうに責任をおっつけられていると。そういう協定内容だと思うのです。先ほど課

長が芝の張り替えをこれからやっていかなければならないというような話しがありました

が、例えばこのような話を取り上げた場合には甲がやるのか、乙がやるのか。色々な問題
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がたくさん出てくる。そうしますと逆に数年間経って行くに従ってこの協定書の協議、協

議、協議でいったものから町から逆に補助しなければならないというような還元性という

ものが考えられると思いますが、この協定書をお作りになった担当としてはどのようにお

考えなのか。私は出る方のことを心配しています。 

○議長（伊藤博明君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中とよ子君） 出る方ということで、８ページ年度協定書の第３条に記載

してありますが、整備費用等につきましては還元金で相殺すると言う形でやることにして

います。赤字になった分については町から負担はしませんが、これの差金が出た場合には

町の方に支払をしていただくと。 

○議長（伊藤博明君） 他に質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより採決を行います。この採決は挙手によって行います。 

 議案第４号に賛成の方は挙手願います。 

   （全員挙手） 

 全員の挙手です。 

 よって、議案第４号は原案のとおり可決することに決しました。 

 なお、先ほど申し上げましたが、協定書案の内容につきましてはもう一辺、皆様ご一考

の上、担当課とご相談してあげてください。よろしくお願いいたします。 

   ◎閉会の宣告 

○議長（伊藤博明君） 以上で今臨時会の日程はすべて終了いたしました。 

 ここで、井上町長よりあいさつがあります。井上町長。 
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○町長（井上七郎君） 平成１９年第１回臨時会の閉会にあたり、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

 この度の臨時会では、指定管理者の指定に関する案件をはじめといたします４議案につ

いてご審議いただき、議員の皆様方のご理解によりまして、いずれもご承認・ご決定いた

だき、閉会の運びとなりました。誠にありがとうございました。 

どうぞ今後とも、よろしくご指導・ご協力のほど、お願い申し上げますとともに、健康

には十分ご留意され、これからもご活躍されますようお祈り申し上げ、閉会にあたっての

ご挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（伊藤博明君） どうもありがとうございました。 

 以上で、平成１９年御宿町議会第１回臨時会を閉会いたします。 

 慎重審議、ご苦労様でした。 

 

閉会時刻 午後２時４８分 
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